
JP 5525519 B2 2014.6.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表面を含む基板；
　前記第１の表面上に配置された第１の誘電体層；
　前記第１の誘電体層を覆う第２の誘電体層であり、当該第２の誘電体層は、接触部で前
記第１の誘電体層と接触し、且つキャビティ部で前記第１の誘電体層から離隔され、それ
により、該キャビティ部において前記第１の誘電体層と当該第２の誘電体層との間にキャ
ビティが形成され、該キャビティは複数の突起部を含む、第２の誘電体層；
　前記第２の誘電体層上に配置され、電気コンタクト同士の間の長さ方向に沿って第１の
エッジを含む加熱素子；
　前記加熱素子の前記第１のエッジの外側に突出する前記複数の突起部で前記キャビティ
を封止する絶縁性封止材料；及び
　前記加熱素子の上方に配置されたノズルを含むチャンバであり、当該チャンバが液体を
受け入れる形状にされ、前記キャビティが前記液体から隔離される、チャンバ；
　を有する液体イジェクタ。
【請求項２】
　前記基板の前記第１の表面に配置された電子回路であり、前記加熱素子と電気的に通信
する電子回路、
　を更に有する請求項１に記載のイジェクタ。
【請求項３】
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　液体イジェクタ用の熱的に分離された加熱素子を形成する方法であって：
　第１の表面を含む基板を用意する工程；
　前記第１の表面上に犠牲材料層を堆積する工程；
　パターニングされた犠牲材料層が複数の突起を含むように前記犠牲材料層をパターニン
グする工程；
　前記パターニングされた犠牲材料層上に誘電体層を堆積する工程；
　前記誘電体層上に加熱素子を形成する工程；
　前記誘電体層の一部を除去して、前記パターニングされた犠牲材料層の前記複数の突起
を露出させる開口部を形成する工程；
　前記パターニングされた犠牲材料層を除去し、前記誘電体層と前記基板の前記第１の表
面との間にキャビティを作り出す工程；及び
　前記開口部を充填するように封止層を堆積することによって前記キャビティを封止する
工程；
　を有する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してマイクロヒータ及びその形成方法に関し、より具体的には、インクジ
ェット装置及びその他の液滴イジェクタに使用されるマイクロヒータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　長年、インクジェット印刷システムのインク印刷装置として、ドロップ・オン・デマン
ド（drop-on-demand；ＤＯＤ）の液体吐出装置が使用されている。初期の装置は圧電アク
チュエータに基づいていた。インクジェット印刷の現在の一般的な形態であるサーマルイ
ンクジェット（又は、“サーマルバブルジェット”）装置は、液滴吐出を生じさせる蒸気
泡を生成するために電気抵抗加熱器（ヒータ）を使用する。
【０００３】
　サーマルインクジェットシステムに使用されるプリントヘッドは、インクチャンバの上
方に、アレイ状の複数のインクジェットノズルを有するノズルプレートを含んでいる。電
気抵抗ヒータは、対応するノズルとは反対側のインクチャンバの底部にある。ヒータは、
十分なエネルギーの電気パルスに応答して、インクの気化を引き起こし、急速に膨張して
液滴を吐出する気泡を生成する。
【０００４】
　液滴を信頼性高く吐出するのに十分な気泡形成を達成するためには、ヒータに印加され
る必要がある最小閾値エネルギーが存在する。液滴を吐出するために、ヒータは、ヒータ
－インク接触面のインクを臨界気泡核形成温度より高い温度まで上昇させるのに十分な熱
を供給しなければならない。臨界気泡核形成温度は、水性インクの場合にはおよそ２８０
℃である。この最小閾値エネルギーは、吐出される液滴の体積と、例えば電気抵抗ヒータ
の幾何学配置などのプリントヘッド設計とに依存する。
【０００５】
　従来技術に係るプリントヘッド設計は、基板上に形成された絶縁性断熱層、典型的には
二酸化シリコン、の上にヒータを形成している。電気抵抗ヒータ上には、インクからの保
護のため、保護パッシベーション層が形成される。ヒータがエネルギー供給されると、イ
ンク及び基板の双方に熱が伝達される。従来技術におけるヒータは、ヒータによって発生
されたエネルギーのおよそ半分のみがインクを加熱することになるので不十分である。残
りは基板へと流れ、基板の温度上昇を引き起こす。この基板の温度上昇は高速印刷にとっ
て不利である。基板が過度に熱くなると、プリントヘッドを冷ますために印刷を停止しな
ければならないからである。
【０００６】
　プリントヘッドを冷却する１つの機構は、液滴を吐出することによる熱の除去である。
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除去される熱の量は、吐出される液滴の温度及び体積に比例する。実際、６ピコリットル
（ｐＬ）より大きい大きな液滴体積の場合、従来技術に係るプリントヘッドは、プリント
ヘッドの２０－３０℃の温度上昇で、液滴を吐出するのに必要なエネルギーが吐出液滴に
より除去される熱エネルギーに等しい状況を達成することができる。この場合には、定常
的な動作温度を達成することが可能である。
【０００７】
　しかしながら、最新のプリンタは典型的に、３ｐＬ未満の液滴サイズを使用する。従来
技術に係るヒータの効率では、このような小さめの体積の液滴では低すぎて、プリンタ温
度が過度に熱くなることなく十分な熱エネルギーを運び出すことができない。このような
小さい液滴はまた、典型的に、より高い周波数で印刷され、問題を悪化させてしまう。
【０００８】
　さらに、電気抵抗ヒータ用の電気的なドライバの大きさは、部分的に、必要なエネルギ
ーによって決定される。電気抵抗ヒータの非効率性により、チップサイズの増大をもたら
す一層大きいドライバが必要とされる。故に、基板に進入する熱の量を最小化することに
よって電気抵抗ヒータの効率を高めることが望ましい。
【０００９】
　電気抵抗ヒータの効率を高める１つの方法は、基板と電気抵抗ヒータとの間に位置する
ように、例えば空洞（キャビティ）などの断熱部（熱障壁）を設けるものである。典型的
に、電気抵抗ヒータは、制御回路が形成された後のウェハ処理の最後に形成される。故に
、低温バックエンドプロセスに適合したキャビティ形成プロセスを設計することが重要で
ある。
【００１０】
　インク滴の吐出後、インクがチャンバを補充する時にインクとヒータとの接触面の温度
が補充インクを気化させるのに十分でないように、ヒータを十分に冷却することも重要で
ある。このような気化はプリントヘッドの動作周波数を制限することになる。なお、初め
の気泡気化の時間尺度は１－２μｓｅｃであるが、インク補充は６－１０μｓｅｃ後の時
点で行われる。故に、初めの気泡形成の効率を低下させず、それと同時に、この長めの時
間サイクルでヒータ温度を十分に低下させることが可能な熱経路を設けることが有用であ
る。また、この熱経路が基板にではなくインクに熱を分配することも重要である。
【００１１】
　印刷システムで使用されるプリントヘッドでは、使用中に電気抵抗ヒータに印加される
エネルギーは閾値エネルギーより大きい（典型的に、１５－２０％）。この追加エネルギ
ーは、電気抵抗ヒータの抵抗バラつき及びヒータの寿命にわたっての閾値エネルギー変動
の影響を不具にするために用いられている。ヒータ抵抗のバラつきのため、この追加エネ
ルギーは液滴吐出にバラつきを生じさせ得る。故に、この追加の熱を蒸気泡形成に寄与さ
せることよりむしろ、追加の熱を排除することが有用となる。
【００１２】
　また、プリントヘッドが長寿命を有することも必要である。ヒータの如何なる不均一性
も、乏しい蒸気泡の核形成と、ヒータへの局所的な損傷とを生じさせ、それによってプリ
ントヘッドの寿命を短縮させ得る。故に、プリントヘッドの寿命要求を維持するためには
、ヒータ表面が均一であることが重要である。
【００１３】
　ヒータへの損傷もプリントヘッドの寿命を制限する。崩壊する気泡は、ヒータのパッシ
ベーション層内に局所的な損傷を生じさせ得る。このパッシベーション層内の局所的な損
傷は最終的にヒータ層に到達し、それにより、ヒータの壊滅的な不具合を生じさせる。故
に、ヒータへのこのキャビテーション損傷を制限することが重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、長い寿命を有し且つその寿命を通して高品質の印刷を提供するプリントヘッド
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が望まれる。このプリントヘッドはまた、当該プリントヘッドの過熱を防止するのに十分
なヒータ効率で、高周波で微小液滴を吐出可能であるべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様によれば、液体イジェクタは、基板、加熱素子、誘電体層及びチャンバ
を含む。基板は第１の表面を含んでいる。加熱素子は、当該加熱素子と基板の第１の表面
との間にキャビティが存在するように、基板の第１の表面の上方に配置されている。誘電
体層は、キャビティが横方向で当該誘電体層によって境界されるように、加熱素子とキャ
ビティとの間に配置されている。チャンバは、ノズルを含んでおり、加熱素子の上方に配
置されている。チャンバは、キャビティが液体から隔離されるようにして、該液体を受け
入れるような形状にされている。
【００１６】
　本発明の他の一態様によれば、液体イジェクタを作動させる方法は、第１の表面を含む
基板；基板の第１の表面の上方に配置された加熱素子であり、当該加熱素子と基板の第１
の表面との間にキャビティが存在する、加熱素子；加熱素子とキャビティとの間に配置さ
れた誘電体層であり、キャビティが横方向で当該誘電体層によって境界される、誘電体層
；及び加熱素子の上方に配置されたノズルを含むチャンバであり、当該チャンバが液体を
受け入れる形状にされ、キャビティが該液体から隔離される、チャンバ；を含む液体イジ
ェクタを用意するステップと、液体イジェクタのチャンバ内に液体を導入するステップと
、加熱素子上に蒸気泡を形成することによって、加熱素子及び誘電体層をキャビティ内に
変形させるステップとを含む。
【００１７】
　本発明の他の一態様によれば、液体イジェクタ用の熱的に分離された加熱素子を形成す
る方法は、第１の表面を含む基板を用意する工程と、第１の表面上に犠牲材料層を堆積す
る工程と、犠牲材料層をパターニングする工程と、パターニングされた犠牲材料層上に誘
電体層を堆積する工程と、誘電体層上に加熱素子を形成する工程と、パターニングされた
犠牲材料層を除去し、誘電体層と基板の第１の表面との間にキャビティを作り出す工程と
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　以下にて提示する本発明の好適実施形態の詳細な説明において、以下の図を含む添付の
図面を参照する。
【図１】従来技術に係る液体イジェクタを示す模式的な断面図である。
【図２】本発明に従って製造される液体イジェクタを示す模式的な断面図である。
【図３ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図３ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図４ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図４ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図５】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である。
【図６ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図６ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図７ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図７ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
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。
【図８】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である。
【図９ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図９ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図１０】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する一手法を示す図である
。
【図１１ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する際に使用される犠牲
層をパターニングする代替的な一手法を示す模式的な上面図である。
【図１１ｂ】図１１ａの犠牲層をパターニングする代替手法を用いて形成される２つの分
離されたヒータを示す模式的な上面図である。
【図１１ｃ】図１１ｂの直線Ｂ－Ｂ’に沿った模式的な断面図である。
【図１２ａ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する際に使用される犠牲
層をパターニングする代替的な他の一手法を示す模式的な上面図である。
【図１２ｂ】図２の液体イジェクタ内の分離されたヒータを形成する際に使用される犠牲
層をパターニングする代替的な他の一手法を示す模式的な上面図である。
【図１３ａ】電流パルスがちょうど印加された時の、インクのオープンプール内の本発明
に係る１つの分離されたヒータを示す模式的な断面図である。
【図１３ｂ】気泡が核を成した時の、インクのオープンプール内の本発明に係る１つの分
離されたヒータを示す模式的な断面図である。
【図１３ｃ】気泡が更に膨張した時の、インクのオープンプール内の本発明に係る１つの
分離されたヒータを示す模式的な断面図である。
【図１３ｄ】ヒータ上での気泡崩壊を示す、インクのオープンプール内の本発明に係る１
つの分離されたヒータを示す模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　ここでの説明は特に、本発明に従った装置の一部を形成する、あるいは該装置とより直
接的に協働する要素に向けられる。理解されるように、特に図示あるいは説明しない要素
は、当業者に周知の様々な形態をとり得る。以下の説明においては、可能な限り、同一の
要素を指し示すために同一の参照符号を用いる。
【００２０】
　後述するように、本発明は、液滴吐出装置（イジェクタ）に使用され得るマイクロヒー
タ、液体イジェクタを作動させる方法、及び液滴イジェクタに使用するマイクロヒータの
積層体（スタック）を形成する方法を記述する。そのような装置の最も親しみのあるもの
は、インクジェット印刷システム内のプリントヘッドとして使用されている。インクジェ
ット及び液体という用語はここでは相互に入れ替え可能に使用されるが、滴の形態をした
その他の種類の液体を放出あるいは吐出する、インクジェットプリントヘッドと同様の、
システム内でマイクロヒータ又はヒータを使用する数多くのその他の用途が出現しつつあ
る。それらの用途の例は、ポリマー、導電性インク及び調合薬の送達を含む。これらのシ
ステムも、本発明に係る効率的なヒータスタックを必要とする。
【００２１】
　現行のサーマルインクジェットプリントヘッドにおいては、電熱ヒータは、制御デバイ
スを収容したシリコンチップの表面に形成されたヒータスタックを含んでいる。図１は、
シリコン基板４上に形成されたヒータスタック６を有する従来技術に係るシングルインク
ジェットイジェクタ２の断面を例示している。基板上には、典型的に１－３μｍ厚の誘電
体断熱層１０がある。この誘電体熱障壁１０は典型的に、電気抵抗ヒータ層８のヒータ領
域１４の活性化を制御するチップの他の領域内の電気回路（図示せず）を製造する時に形
成される層間誘電体から製造される。導電層１２が、電気抵抗ヒータ層８の頂部に堆積さ
れ、制御回路（図示せず）に接続する導電配線を形成し且つヒータ領域１４をも定めるよ
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うに、エッチングされてパターニングされる。
【００２２】
　ヒータスタック６には典型的に、インクから保護することによってヒータを長寿命化す
るために、２つの層が追加される。絶縁性パッシベーション層１６が堆積される。絶縁性
パッシベーション層１６は、窒化シリコン、酸化シリコン、炭化シリコン、又はこれらの
材料の組み合わせから形成され得る。絶縁性パッシベーション層１６の頂部に、保護層１
８が堆積される。保護層１８は、典型的にタンタルを用いて形成され、気泡崩壊に由来す
る衝撃応力から電気抵抗ヒータ層８を保護する。
【００２３】
　ヒータの上方にインクチャンバ２０が存在している。インクチャンバ２０は、当該チャ
ンバの天井部を形成するノズルプレート２２を備えている。ヒータの上方に位置するよう
に、ノズルプレート２２内にノズル２４が形成されている。チャンバのインク供給口は図
示していない。
【００２４】
　液滴を吐出するために、導電層１２を介してヒータに、典型的には１μｓｅｃ未満であ
る電気パルスが印加される。ヒータに印加される電気エネルギーは、インク－ヒータ接触
面にあるインクに伝達される熱エネルギーを作り出す。インクの温度を上昇させて蒸気泡
形成を起こさせるのに十分な量の熱エネルギーが、核形成閾値にて伝達される。水性イン
クの場合、気泡の核形成の温度はおよそ２８０℃である。図１中の矢印２６ａ、２６ｂ及
び２６ｃは、電気パルスによる熱流束を表している。おおよそ等しい量の熱が、インクチ
ャンバ内のインク（矢印２６ａで表す）と、基板（矢印２６ｂで表す）とに流れる。少量
は、矢印２６ｃで表すように、ヒータスタックに沿って横方向に拡散することになる。矢
印２６ａによって表された熱流束のみが気泡形成に直接的に寄与することになる。矢印２
６ｂ及び２６ｃによって表された熱は浪費され、ヒートシンクによって、あるいはその後
に吐出されるインクへの伝達によっての何れかで、イジェクタから除去されなければなら
ない。
【００２５】
　図２は、本発明に係る、分離されたヒータ領域３４を備えたシングルインクジェットイ
ジェクタ３０の一実施形態の断面を示している。従来技術においてのように、チップの他
の領域内に電気回路を製造する時に形成される層間誘電体から製造された、基板４上に堆
積された酸化物断熱層１０が存在している。酸化物断熱層１０の上方且つ下部誘電体保護
層３８の下方の分離されたヒータ領域３４内に、分離用キャビティ３６が形成されている
。分離用キャビティ３６は横方向で誘電体保護層３８によって境界されている。分離用キ
ャビティ３６は、全ての側で密閉されており、大気圧より低い圧力で気体を収容している
。下部誘電体保護層３８は、キャビティ形成プロセス中の攻撃からヒータを保護する。
【００２６】
　従来技術におけるヒータスタックの構成と同様に、本発明に係る分離されたヒータスタ
ック３２は、電気抵抗ヒータ層８及び導電層１２を含んでいる。この場合も、分離された
ヒータ領域上に、絶縁性パッシベーション層１６及び保護層１８である２つの保護層が形
成される。この場合には、これらの層の厚さは、従来技術と比較して、ヒータのエネルギ
ー効率を高めるために薄くされる。
【００２７】
　本発明に係る分離されたヒータスタック３２に含まれた電気抵抗ヒータ層８に、典型的
に１μｓｅｃ未満である電気パルスが印加されると、熱流束は、矢印４０によって表され
るように、主として、インクチャンバ内のインクへと流れる。分離用キャビティ３６の存
在により、基板内への熱流束は非常に少ない。結果として、ヒータスタック３２の効率は
、従来技術と比較して向上される。
【００２８】
　矢印４２で表される横方向の熱流束が依然として存在するが、この横方向の熱流束は、
分離用キャビティ３６の存在によって少なくとも部分的に作り出される下部断面領域を有
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するヒータスタック３２のおかげで、従来技術と比較して低減される。
【００２９】
　図３ａ乃至１０は、分離されたヒータスタック内に分離用キャビティが形成された複数
のシングルインクジェットイジェクタ３０を含むプリントヘッドを形成するための本発明
に係る製造方法を例示している。これらの図は、プロセスを説明するために、複数のイジ
ェクタのうちの２つを有するプリントヘッドの区画を示している。
【００３０】
　図３ａは、例えばＣＭＯＳ制御回路及びＬＤＭＯＳドライバといった電子回路（図示せ
ず）が上に製造されたシリコン基板４を、ヒータの長さ方向の断面にて示している。上記
電子回路のプロセスは技術的に周知である。この回路は、アレイ状の液滴イジェクタ内の
ヒータ群の発熱を制御する。誘電体断熱層１０は、ＣＭＯＳデバイスの層間誘電体層から
なる。層間誘電体層内には、ＣＭＯＳデバイス回路の複数の金属層のうちの１つに由来し
且つ駆動トランジスタ（図示せず）に接続する金属リード４４が含まれる。図３ｂは、２
つのイジェクタを駆動する２つのリード４４ａ及び共有されたコモン配線４４ｂという３
つの金属リード４４を有する上面図を示している。
【００３１】
　図４ａのヒータの長さ方向の断面図及び図４ｂの上面図に示すように、犠牲層４６が堆
積され、パターニングされる。好適な実施形態において、この層は、物理気相成長法によ
って堆積された非晶質シリコンから形成される。例えばポリイミド又はアルミニウムなど
のその他の材料も使用され得る。犠牲層４６は、１００－２０００Åの厚さ範囲内で堆積
される。より薄い犠牲層は、より浅いキャビティをもたらし、それにより、浮遊されるヒ
ータに対する更なる構造的支持を提供する。しかしながら、薄い犠牲層ほど、除去し難く
、また、製造中及び動作中の双方において静止摩擦力の影響を受け易い。好適な実施形態
において、その厚さは５００－１０００Åの範囲内である。図４ｂは、イジェクタアレイ
の２つのイジェクタのプロセスを例示するプリントヘッドの上面図を示している。犠牲層
４６は長方形の形状であり、各側面に位置付けられた小さい突起群４８を含んでいる。
【００３２】
　図５のヒータの長さ方向の断面図に示すように、下部誘電体保護層３８が堆積される。
好適な実施形態において、この層は、窒化シリコン、酸化シリコン、又はこれら２つの材
料の組み合わせのプラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）によって形成される。下部誘電
体保護層は、５００－４０００Åの厚さ範囲内で堆積される。薄い層ほど、加熱に必要は
エネルギーが小さく、故に、熱効率が高いが、提供する機械的支持が小さくなる。好適な
実施形態において、その厚さは５００－２０００Åの範囲内である。
【００３３】
　図６ａのヒータの長さ方向の断面図及び図６ｂの上面図に示すように、金属リードへの
ビア５０、５０ａ、５０ｂがエッチングされた後、電気抵抗ヒータ層８及び導電層１２の
堆積及びパターニングが続けられて、ヒータ領域３４が形成される。ヒータ領域３４は、
後に、本発明に係る分離されたヒータ領域となる。電気抵抗ヒータ層８は、３００－１０
００Åの厚さ範囲内で堆積される。該ヒータ層が薄いほど、ヒータ温度を上昇させるのに
必要なエネルギーが小さくなる。しかしながら実際には、非常に薄い層の均一性は、制御
することが困難である。好適な実施形態において、ヒータ層８の厚さは４００－６００Å
の範囲内である。ヒータ材料は、タンタル、シリコン及び窒化物を含有する三元合金であ
る。その他の三元合金又は四元合金も使用され得る。導電層１２は２０００－６０００Å
の厚さ範囲内で堆積される。好適な実施形態において、その材料はアルミニウム又はアル
ミニウム合金である。図６ａ及び６ｂに示すように、この導電層は、犠牲層を含む領域状
には延在していない。
【００３４】
　図７ａ及び７ｂを参照するに、次に、フォトレジスト層５１がコーティングされ、開口
部５２のアレイを露出させるように露光される。図７ａはフォトレジストの開口部５２の
上面図を示している。開口部の大きさは０．８－２μｍの範囲内である。小さい開口部の
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使用は、浮遊されるヒータの強度を高めるとともに、大きい開口部より良好に分離用キャ
ビティを密閉する。これらのフォトレジスト開口部は、犠牲層４６の突起群４８の上に位
置整合されるように配列される。これらの開口部５２の下の下部誘電体保護層３８を除去
して、突起部４８上で犠牲層４６を露出させるために、ドライエッチングが用いられる。
好適な実施形態において、このドライエッチングは、六フッ化硫黄ガスを用いるプラズマ
エッチングである。図７ｂは、ドライエッチングによって下部誘電体保護層３８が除去さ
れ且つ犠牲層４６が露出された後の、図７ａの直線Ａ－Ａ’を通る断面を示している。
【００３５】
　図８を参照するに、次に、上述のパターニングされた基板が、二フッ化キセノンガスを
含有するチャンバ内に置かれる、二フッ化キセノンガスは、好適な実施形態において非晶
質シリコンである犠牲層４６の全体を選択的に除去して、分離用キャビティ３６を作り出
す。パターニングされたフォトレジスト層５１は、二フッ化キセノンガスによる攻撃から
電気抵抗ヒータ層８を保護するために残存され、その後に除去される。他の例では、電気
抵抗層８を保護するために、電気抵抗層８の頂部に薄い窒化シリコン層を堆積してもよい
。その場合には、この工程に先立ってフォトレジスト層を除去することができる。この二
フッ化キセノンガスエッチングにより、図７ａの直線Ｂ－Ｂ’を通る図８の断面図（フォ
トレジスト層５１が除去された後を示している）に示すように、犠牲層が除去される。
【００３６】
　図９ａは、絶縁性封止層５４が堆積された後の、図７ａの直線Ｂ－Ｂ’を通る断面図を
示している。この層は、開口部５２を充填することによって、本発明に係る分離されたヒ
ータ領域の下の分離用キャビティ３６を封止する。図９ｂは、開口部５２が封止された後
の、図７ａの直線Ａ－Ａ’を通る断面図を示している。絶縁性封止層の材料は、窒化シリ
コン、炭化シリコン、又はこれら２つの材料の組み合わせである。この堆積は、好適な実
施形態において、プラズマ化学気相成長法（ＰＥＣＶＤ）による。封止された分離用キャ
ビティ内の圧力は、ＰＥＣＶＤによる堆積に使用された圧力と同等となり、典型的に１Ｔ
ｏｒｒ未満である。好適な実施形態において、絶縁性封止層の厚さは１０００－２５００
Åである。絶縁性封止層５４はまた、絶縁性パッシベーション層１６として機能し、イン
クからの電気抵抗層８の保護を提供する。
【００３７】
　図１０は、ヒートスプレッディング層５５の堆積及びパターニング後の断面図を示して
いる。ヒートスプレッディング層５５は良熱伝導体である。好適な実施形態において、ヒ
ートスプレッディング層５５はタンタルであり、物理気相成長法によって５００－２５０
０Åの厚さで堆積される。この実施形態において、ヒートスプレッディング層５５は、イ
ンクからヒータを保護する保護層１８の横方向への延在部である。ヒートスプレッディン
グ層５５は、インクチャンバ全体上に残され、ヒータからインクへの熱伝達媒体として作
用する。
【００３８】
　このデバイスをインクジェットイジェクタとして使用するため、同時継続中の同一出願
人による米国特許出願第１１／６０９３７５号及び１１／６０９３６５号（ともに２００
６年１２月１２日に出願）に記載されるようにして、チャンバ及びノズルプレートを製造
することができる。なお、これらの文献の開示をここに援用する。
【００３９】
　図１１ａ－１１ｃを参照するに、他の一実施形態が示されている。図１１ａは、犠牲層
４６内に２つの孔５６が形成されたパターニング後の犠牲層４６の上面図を示している。
そして、処理が図３－１０を参照して説明したようにして完了される。図１１ｂは、この
実施形態に係るヒータの上面図を示している。図１１ｃは図１１ｂの直線Ｂ－Ｂ’を通る
断面図を示している。分離用キャビティ３６内の２つの支持ポスト５８が、孔５６内に形
成されている。
【００４０】
　（図５においてのように）犠牲層４６上に誘電体保護層３８が堆積される時、その誘電
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体材料（例えば、窒化シリコン、酸化シリコン、又はこれら２つの材料の組み合わせ）が
孔５６を充填する。二フッ化キセノンガスが犠牲層４６を除去する時、孔５６内に堆積さ
れた材料は除去されない。結果として、支持体５８は、分離用キャビティ３６上のヒータ
層８に対する機械的支持を提供する。これらの支持体の直径は０．４－１．０μｍの範囲
内であり、好適な実施形態では直径０．６－０．８μｍである。図１１ｃには２つの支持
体５８が示されているが、支持体５８の数は例えば１と１０との間で変更されてもよい。
支持体５８の数、大きさ、形状及び位置は、ヒータスタックの構造的な支持要求によって
決定され、犠牲層４６をパターニングするためのマスク設計によって実現される。支持体
５８同士の間の間隔はヒータ長の１／３と２／３との間で変更され得る。
【００４１】
　図１２ａ及び１２ｂを参照するに、他の一実施形態が示されている。図１２ａは、犠牲
層内にヒータの長さ方向に沿って１つのストリップ６０が形成されたパターニング後の犠
牲層４６の上面図を示している。図１２ｂは、それに代えて、犠牲層内にヒータの長さ方
向に垂直な例えばストリップ６０といった開口部が形成されたパターニング後の犠牲層４
６の上面図を示している。これらの代替的な実施形態において、２以上のストリップ、又
はストリップと例えば孔などのその他の開口部との組み合わせが存在してもよい。これら
のストリップなどは、上述のように充填されると、分離用キャビティ３６上のヒータ層８
を支持する例えば尾根状又はポスト状などの対応する支持構造を生じさせる。
【００４２】
　ここで説明した製造プロセス（デバイス状に製造されるＣＭＯＳ回路の層間誘電体層を
含む誘電体断熱層１０に始まる）は、ヒータと同じシリコン基板上の駆動電子装置及びロ
ジックの製造と相性が良い。このことは、サーマルインクジェットプリントヘッドに必要
な多数のヒータが現行及び将来の印刷スピード要求を満たすことができるように制御する
ための必要条件である。対照的に、米国特許第５７５１３１５号明細書に記載されている
キャビティを下に有するヒータは、ポリシリコンヒータを使用している。そのようなヒー
タ材料は、高温での堆積を必要とし、ＣＭＯＳ回路のアルミニウムのシンター後にヒータ
が堆積されるためにヒータ堆積温度を４００℃を超えないように制約するＣＭＯＳ製造上
の要求と相性が良くないものである。
【００４３】
　サーマルインクジェットプリントヘッドの第２の必要条件は、現行及び将来の印刷解像
度要求を満たすために、隣接し合う液滴イジェクタのヒータが、例えば６００－１２００
ヒータ／インチの間隔で、互いに近接して配置されなければならないことである。１イン
チ当たり６００個のヒータに相当する中心間で見たヒータ間隔が約４２μｍである場合、
ヒータの幅はおよそ３０μｍかそれより小さくなる。本発明に係る製造プロセスは、約２
１μｍの中心間間隔を有し且つ１５μｍ未満のヒータ幅を有するヒータ群を提供可能であ
ることが実証されている。米国特許第５８６１９０２号に記載されている熱分離用のキャ
ビティを下に有するヒータを形成するための製造方法は、このような近接した間隔のヒー
タ群を実現することが困難である。特に、米国特許第５８６１９０２号のＦＩＧ．７を参
照して説明されている実施形態では、本発明における犠牲層４６が横方向で境界されてい
る（図５参照）のに対し、犠牲層（９０）は横方向で境界されていない。本発明において
は、犠牲層４６のエッチングは、固定された横方向の境界を分離用キャビティ３６に提供
する横方向で境界する誘電体保護層３８（図２及び８参照）によって当該エッチングが停
止されるまで進められる。対照的に、米国特許第５８６１９０２号の横方向に境界されて
いない犠牲層（９０）は、１インチ当たり３００のヒータ間隔及び約５０μｍのヒータ幅
に対しては十分な製造許容度を提供し得るが、１インチ当たり６００又は１２００のヒー
タ間隔及び３０μｍ以下のヒータ幅に要求される分離用キャビティの幅においては厳しい
許容度をも提供しない。
【００４４】
　また、本発明に係る構造的支持５８の設計と、米国特許第５８６１９０２号のＦＩＧ．
７を参照して説明されている熱伝導性カラムの設計との間には、重大な相違が存在する。
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本発明において、支持体５８は、犠牲層４６のみを貫通するように小さい孔を設け、その
後に該孔を誘電体保護層３８で充填することによって形成される。好適な一実施形態にお
いて、誘電体層３８の厚さは犠牲層４６の厚さの約２倍である。支持体５８を含む実施形
態においても、誘電体層３８は、電気抵抗ヒータ層８に対して実質的に平面状の台座部を
提供するため、ヒータ層８は実質的に均一な厚さでほぼ平面状になる。加えて、支持体５
８の幅は好ましくは１μｍ以下であるため、支持体を介して基板に、非常に小さい熱が伝
達されるのみである。対照的に、米国特許第５８６１９０２号のＦＩＧ．７を参照して説
明されている熱伝導性カラムを形成するには、孔は２つの層（犠牲二酸化シリコン層９０
及び窒化シリコン誘電体層９２）を貫通して形成される。その後に形成される誘電体層（
２４）は、意図的に薄く保たれており、有意量の平坦化を実現することができない。結果
として、米国特許第５８６１９０２号の抵抗性加熱素子（１４）は、そのかなりの部分が
縦方向の熱伝導性カラムの内部を形成するため、ほぼ平面状といったものではなく、また
、実質的に均一な厚さを有しない。抵抗性加熱素子（１４）が厚くなる各カラムの位置に
おいて、ヒータは望ましくないクールスポットを有することになる。そのような熱伝導性
カラムは、米国特許第５８６１９０２号にて意図される５０μｍ幅のヒータの場合には、
ヒータの内部領域から熱を除去することにおいて適したものになるかも知れない。しかし
ながら、約３０μｍより狭くされたヒータでは、そのような熱伝導性カラムは不要である
ことが分かっている。本発明に係る支持体５８は、大きい熱インピーダンスを実現するよ
うに小さい幅で形成され、分離されたヒータの熱効率を劣化させない。
【００４５】
　続いて、ヒータの下に分離用キャビティを有しない従来技術に係るデバイスと比較した
ときの、本発明に係る設計の実験的に導出された利点を説明する。
【００４６】
　本発明に係る分離されたヒータを有する一組と、従来設計に係る分離されていないヒー
タを用いる一組との、二組のデバイスを製造した。双方のヒータの絶縁性パッシベーショ
ン層１６及び保護層１８に同一の材料及び厚さを使用した。双方のヒータを同一のサイズ
とした。本発明に係る分離されたヒータの下部誘電体層３８は０．２μｍの窒化シリコン
とし、分離用キャビティは０．１μｍの高さとした。これらのデバイスを、その上のノズ
ルプレートを用いずにインクのオープンプール内で測定した。観測のためにストロボ及び
カメラを用いて、気泡核形成が観測されるまでエネルギー（電圧）を徐々に大きくして、
０．６μｓｅｃの熱パルスを印加した。本発明に係る分離されたヒータでは、気泡核形成
の閾値エネルギーが、従来設計に係る分離されていないヒータに必要な閾値エネルギーの
７０％未満であった。
【００４７】
　もう１つの観測を寿命に関してヒータを試験する過程で行った。分離されたヒータは、
キャビテーションにより、遙かに低い劣化を示した。核形成された気泡は崩壊するときに
保護層を損傷し、気泡核形成ごとに深くなる小さい穴を開ける。最終的に、この損傷は保
護層を貫通してヒータを露出させる。これはヒータの寿命を短縮する。実験によるオープ
ンプール試験中に、分離されたヒータはこの欠陥を示さないことが観測された。分離され
たヒータの場合には、気泡が崩壊するとき、分離されたヒータが、運動量エネルギーを弾
性膜の変形に変換することによって、運動量エネルギーの一部を吸収することができるも
のと考えられる。対照的に、従来技術に係るヒータは剛体面上に形成されていて浮遊され
ていないため、ヒータのレイヤ群は気泡崩壊の全衝撃を吸収し得る。ノズルプレートを有
する実際のデバイスでは、生涯にどれほど多く衝撃気泡崩壊があるかは、チャンバの幾何
学構成と、液滴の吐出中にノズルを介して気泡が放出されるか否かと、の関数ともなり得
る。それでも、本発明に係る浮遊されたヒータの場合に起こる弾性膜変形は、それがなけ
れば同一のノズルの数多くの発熱動作によって起こるであろうヒータへの累積的な損傷量
を低減することに関して有利な効果を有し得る。
【００４８】
　図１３ａ－１３ｄは、この効果を、本発明に係る分離されたヒータ領域３４の簡略化し
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た断面図（様々なレイヤを描写していない）を用いて模式的に示している。図１３ａは、
電流の矢印６２で表された熱パルスの印加開始時の、本発明に係る分離されたヒータの簡
略化された断面図を示している。分離されたヒータの上方にインク８０が位置している。
インクとヒータとの接触面の温度が臨界温度（およそ２８０℃）に達すると、気泡７０が
核形成し始めることになる。気泡の核形成の開始時、ヒータ上の圧力はおよそ７０気圧ま
で急速に上昇し、直ちに滴下を開始する。この圧力パルスによって、図１３ｂに模式的に
示すように、浮遊されたヒータが下方の表面７２と接触するように押し下げられることが
モデル化によって示されている。
【００４９】
　浮遊されたヒータを設計するときに解決すべき１つの課題は、気泡が崩壊し、未使用の
インクがヒータ上に流れ戻る前に、ヒータ領域から熱を伝え出す経路が少ないことである
。未使用のインクがヒータ上に流れ込むときにヒータ温度がおよそ１００℃より高い場合
、補充インクの沸騰が液滴吐出の不安定性を引き起こす可能性がある。気泡の核形成中に
作り出される圧力によってヒータが下方の表面７２と接触している間、熱流の矢印６４に
よって示すように、この余分な熱の一部が気泡形成プロセスに有害でない時点でヒータか
ら除去される。
【００５０】
　気泡が膨張するとき、圧力はおよそ０．２μｓｅｃの間に大きさで一桁ほど低下し、図
１３ｃに模式的に示すように、ヒータはその浮遊位置に戻る。およそ１μｓｅｃ後、気泡
内の圧力は周囲圧力より低くまで低下しており、気泡は収縮し始める。図１３ｄに模式的
に示す時点において、気泡は或る程度崩壊し、気泡崩壊からの慣性がヒータ表面に衝撃を
生じさせる。この時点において、浮遊型のヒータは、向きを有する反動の矢印６６によっ
て図１３ｄ中に模式的に示すように、崩壊する気泡の衝撃力によって従順に変形する。こ
の反動は、従来技術に係るヒータにおいて通常見受けられる気泡崩壊による損傷を最小化
するものと考えられる。
【００５１】
　本発明の他の一観点は、ヒートスプレッディング層５５である。気泡の核形成及び膨張
は１μｓｅｃ未満で起こるが、気泡の崩壊及びインクの補充は５μｓｅｃ程度の時間尺度
で起こる。ヒートスプレッディング層５５は、図１３ｄ中に熱流の矢印６８で示したよう
に、この時間尺度でヒータ層から熱を運び出し、後続の液滴吐出において吐出されること
が可能なようにインクが優先的に熱を吸収することを可能にする。実験による試験におい
て、インク補充過程中のインクの沸騰は観測されなかった。
【００５２】
　本発明に係る分離されたヒータ領域３４の他の一観点は、分離されたヒータスタック３
２内で使用される限られた量の熱容量である。分離されたヒータスタック３２の総厚は０
．６μｍ未満に制限される。分離されたヒータ領域３４に含まれる少ない量のエネルギー
蓄積容量は、戻りのインクに利用可能な熱エネルギーの量を制限し、ひいては、インクの
温度上昇を制限する。それにより、ヒータの熱効率が向上されるとともに、補充中の不所
望の気泡核形成の可能性が低減される。
【００５３】
　以上、本発明を、本発明の特定の好適実施形態を特に参照しながら詳細に説明したが、
理解されるように、本発明の範囲内で変形及び変更が為され得る。
【符号の説明】
【００５４】
　２　　従来のシングルインクジェットイジェクタ
　４　　シリコン基板
　６　　従来のヒータスタック
　８　　電気抵抗ヒータ層
　１０　誘電体断熱（熱障壁）層
　１２　導電層
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　１４　ヒータ領域
　１６　絶縁性パッシベーション層
　１８　保護層
　２０　インクチャンバ
　２２　ノズルプレート
　２４　ノズル
　２６　矢印
　３０　本発明に係るシングルインクジェットイジェクタ
　３２　本発明に係る分離されたヒートスタック
　３４　本発明に係る分離されたヒータ領域
　３６　分離用キャビティ
　３８　下部誘電体保護層
　４０　矢印
　４２　横方向の矢印
　４４ａ、ｂ　金属リード
　４６　犠牲層
　４８　突起
　５０ａ、ｂ　ビア
　５１　フォトレジスト層
　５２　開口部
　５４　絶縁性封止層
　５５　ヒートスプレッディング層
　５６　孔
　５８　支持体
　６０　ヒータに沿うストリップ
　６２　電流の矢印
　６４　熱流の矢印
　６６　反動の矢印
　６８　熱流の矢印
　８０　インク
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